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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製容器内に、商用周波数の電圧が印加される電圧母線およびそれに接続された１台
以上の電気機器を収納した構成の受配電設備の当該電気機器において発生する部分放電を
監視する装置であって、
　（ａ）前記部分放電が生じた電気機器に当該部分放電に伴う充電電流を供給するコンデ
ンサを内蔵している碍子を、監視対象の電気機器を収納している前記金属製容器内に収納
し、当該コンデンサの一端を前記金属製容器内の電圧母線に電気的に接続し、他端を電気
的に接地しており、
　（ｂ）前記コンデンサの接地回路に、そこを流れる前記充電電流を検出する電流検出器
を設けており、
　（ｃ）更に、前記電流検出器で検出した前記充電電流の値を検出する信号処理装置を備
えており、
　（ｄ）かつ、前記コンデンサを内蔵している碍子は、前記金属製容器内で前記電圧母線
を接地電位部から支持する支持碍子を兼ねており、
　（ｅ）前記碍子内であって前記コンデンサの接地側に分圧用コンデンサを直列に設けて
、当該分圧用コンデンサが分担する商用周波数の交流電圧を前記碍子から外に取り出すよ
うに構成されており、
　（ｆ）当該取り出された、前記分圧用コンデンサが分担する商用周波数の交流電圧を受
けてそれを直流電圧に変換して出力する直流電源回路を備えており、
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　（ｇ）当該直流電源回路の出力を前記信号処理装置の電源としている、ことを特徴とす
る部分放電監視装置。
【請求項２】
　前記信号処理装置は、
　（ａ）前記電流検出器で検出した信号から商用周波数電圧成分を抽出する抽出手段と、
　（ｂ）当該商用周波数電圧成分の位相を決定する位相決定手段と、
　（ｃ）当該商用周波数電圧成分の位相とその位相時に検出された前記充電電流の値とを
互いに関連づけた測定データを作成して保存するデータ処理手段とを有している請求項１
記載の部分放電監視装置。
【請求項３】
　信号を伝送する通信回線と、複数の部分放電監視装置と、データ収集処理装置とを備え
ている部分放電監視システムであって、
　（Ａ）前記各部分放電監視装置は、金属製容器内に１台以上の電気機器を収納して成る
受配電設備の当該電気機器において発生する部分放電を監視する部分放電監視装置であっ
て、
　　（ａ）前記部分放電が生じた電気機器に当該部分放電に伴う充電電流を供給するコン
デンサを内蔵している碍子を、監視対象の電気機器を収納している前記金属製容器内に収
納し、当該コンデンサの一端を前記金属製容器内の電圧母線に電気的に接続し、他端を電
気的に接地しており、
　　（ｂ）前記コンデンサの接地回路に、そこを流れる前記充電電流を検出する電流検出
器を設けており、
　　（ｃ）更に、前記電流検出器で検出した前記充電電流の値を検出する信号処理装置を
備えており、
　　（ｄ）かつ当該信号処理装置は、前記電流検出器で検出した信号から商用周波数電圧
成分を抽出する抽出手段と、当該商用周波数電圧成分の位相を決定する位相決定手段と、
当該商用周波数電圧成分の位相とその位相時に検出された前記充電電流の値とを互いに関
連づけた測定データを作成して保存するデータ処理手段と、前記通信回線を経由して信号
を送受信する通信回路とを有しており、
　（Ｂ）前記データ収集処理装置は、
　　（ａ）前記通信回線を経由して信号を送受信する通信回路、および、所定時間ごとに
前記通信回線を経由して前記各部分放電監視装置に前記測定データを送信させる指令を与
えて、その時に前記各部分放電監視装置が保存している前記測定データを収集して保存す
るデータ収集手段を含んでおり、
　　（ｂ）かつ当該データ収集手段は、気象情報提供者から前記通信回線を経由して提供
される、前記各部分放電監視装置を設置している地域ごとの、かつ前記測定データを収集
する時間帯の、天気および湿度を含む気象情報を収集して、前記部分放電監視装置を設置
している地域の前記測定データ収集の時間帯の天気が雨もしくは雪または湿度が所定値以
上のときに、当該部分放電監視装置から収集した前記測定データを除外して保存する機能
を有している、ことを特徴とする部分放電監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、金属製容器内に、例えば変圧器、リアクトル、力率改善用コンデンサ、整
流器、遮断器、開閉器等の電気機器を１台以上収納して成る受配電設備の当該電気機器に
おいて発生する部分放電を監視する装置およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から提案されている部分放電監視（検出）装置の多くは、金属製容器内に収納され
た電気機器において部分放電が発生した時に、当該電気機器の接地線を流れる放電電流（
これは例えばＭＨｚオーダーの高周波電流である）を測定する方式のものである。
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【０００３】
　例えば、特許文献１には、金属製容器内において複数台の電気機器が接地線を介してそ
れぞれ接続されている接地母線を流れる放電電流を検出する（より具体的には差動検出す
る）ことによって、当該電気機器における部分放電を検出する部分放電検出装置が記載さ
れている。
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載のものも含めて、接地線を流れる放電電流を検出する方式で
は、部分放電を正確に検出することが難しいという課題がある。これは、各電気機器の接
地回路は、詳しく見ると、１本の接地線によって１点で接地されている（または接地母線
に接続されている）というように単純なものではなく、接地線以外にも各電気機器の外壁
等も通常は接地回路につながっていて、部分放電の放電電流が流れる経路が複雑で、当該
放電電流が接地回路内で循環して流れる場合が多く、従って当該放電電流の正確な検出が
難しいからである。特に、部分放電の放電電流は高周波電流であり、高周波電流が流れる
経路は、通常は必ずしも設計どおりにはならず複雑で把握しにくく、しかも個々の設備の
構造ごとにも異なるという問題がある。
【０００５】
　一方、特許文献２には、部分放電測定の工場試験設備として、試験対象の電気機器（電
力機器）に試験用の交流電圧を印加するための試験用の交流電源と、当該交流電源に並列
接続されていて電気機器内で部分放電が発生した時に、当該部分放電に伴う消失電荷に相
当する充電電流を電気機器に供給する結合コンデンサとを準備して、それらを試験対象の
電気機器に外付けしておいて、部分放電発生時に結合コンデンサから電気機器に供給され
る上記充電電流を検出する技術が記載されている。
【０００６】
　この技術は、上記結合コンデンサから供給される充電電流を検出するので、検出する電
流が明確であり、従って上述した接地線を流れる放電電流を検出する方式が有している上
記のような課題を解決することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－５３８６号公報（図１、段落００１２－００１７）
【特許文献２】特開２０１１－１４９８９６号公報（図４、段落００１１－００１６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献２に記載の上記技術は、接地線を流れる放電電流を検出する方式が有している
上記課題を解決することはできるけれども、特許文献２にも記載されているように（段落
００１８－００２０参照）、結合コンデンサから部分放電が生じた電気機器に供給される
充電電流の周波数が低いので（例えば数十ｋＨｚ～数百ｋＨｚ）、そのぶん電流の継続時
間が長く、同じ電荷（＝電流の時間積分）を供給する場合、充電電流の値が小さくなり、
それによってＳＮ比が悪くなり、部分放電の正確な検出が難しいという課題がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の上記技術は、工場試験設備であるので、既設の受配電設備へ
の適用が難しく、かつ量産生に欠けるという課題もある。
【００１０】
　なお、特許文献２には、上記充電電流の値が小さくてＳＮ比が悪いという課題を解決す
る一つの手段として、電気機器の金属製容器の壁面電位を検出する方式が記載されている
。しかしこの方式は、電気機器の金属製容器内に自然に存在する浮遊静電容量から部分放
電箇所に充電電流が供給されることを利用するものであり、この充電電流の周波数は上記
浮遊静電容量に依存しているけれども、当該浮遊静電容量を人為的に選定できないので、
充電電流の周波数を人為的に選定できないという点になお改善の余地がある。



(4) JP 6331521 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

【００１１】
　そこでこの発明は、特許文献２に記載の技術を更に改善して、コンデンサから部分放電
が生じた電気機器に供給される充電電流の周波数を比較的高く選定して部分放電の監視精
度を高めることができ、しかも既設の受配電設備への適用が可能で量産生も高い部分放電
監視装置を提供することを一つの目的としている。
【００１２】
　また、そのような部分放電監視装置を複数備えている部分放電監視システムを提供する
ことを他の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明に係る部分放電監視装置は、金属製容器内に、商用周波数の電圧が印加される
電圧母線およびそれに接続された１台以上の電気機器を収納した構成の受配電設備の当該
電気機器において発生する部分放電を監視する装置であって、（ａ）前記部分放電が生じ
た電気機器に当該部分放電に伴う充電電流を供給するコンデンサを内蔵している碍子を、
監視対象の電気機器を収納している前記金属製容器内に収納し、当該コンデンサの一端を
前記金属製容器内の電圧母線に電気的に接続し、他端を電気的に接地しており、（ｂ）前
記コンデンサの接地回路に、そこを流れる前記充電電流を検出する電流検出器を設けてお
り、（ｃ）更に、前記電流検出器で検出した前記充電電流の値を検出する信号処理装置を
備えている、ことを構成の一部に採用している。
【００１４】
　上記特許文献２に記載の工場試験設備のように、結合コンデンサを試験対象の電気機器
に外付けする技術では、結合コンデンサと試験対象の電気機器との間のインダクタンスが
必然的に大きくなり、これが部分放電発生時の充電電流の周波数を低くする大きな要因で
あったと考える。
【００１５】
　これに対してこの発明に係る部分放電監視装置は、部分放電発生時の充電電流を供給す
るコンデンサを内蔵している碍子を、監視対象の電気機器を収納しているのと同じ金属製
容器内に収納しているので、当該コンデンサと監視対象の電気機器との間のインダクタン
スを小さくすることができる。従って、上記コンデンサから部分放電が生じた電気機器に
供給される充電電流の周波数を比較的高くすることができる。しかも、上記コンデンサの
静電容量を自由に選定することができるので、上記充電電流の周波数を比較的自由に選定
することができる。その結果、部分放電箇所に同じ電荷を供給する場合、特許文献２に記
載の結合コンデンサを外付けする技術に比べて、充電電流の値（振幅）が大きくなるので
、ＳＮ比が良くなり、部分放電の監視精度を高めることができる。
【００１６】
　しかも、上記コンデンサを内蔵した碍子を、監視対象の電気機器を収納している金属製
容器内に収納する構成であるので、コンデンサ周りをコンパクトに構成することができ、
既設の受配電設備への適用が容易であり、しかも量産性も高い。
【００１７】
　前記コンデンサを内蔵している碍子は、前記金属製容器内で前記電圧母線を接地電位部
から支持する支持碍子を兼ねていても良い。
【００１８】
　前記電流検出器は、前記コンデンサを接地する接地線を囲んでいるロゴスキーコイルで
あっても良い。
【００１９】
　前記信号処理装置は、前記電流検出器に接続されていて、前記充電電流が流れる電気回
路の共振周波数を含む周波数帯域の信号を選択的に通過させるバンドパスフィルタを有し
ていても良い。
【００２０】
　この発明に係る部分放電監視システムは、（ａ）信号を伝送する通信回線と、（ｂ）部
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分放電監視装置であってその信号処理装置が、前記通信回線を経由して信号を送受信する
通信回路を有している構成の複数の部分放電監視装置と、（ｃ）前記通信回線を経由して
信号を送受信する通信回路、および、所定時間ごとに前記通信回線を経由して前記各部分
放電監視装置に測定データを送信させる指令を与えて、その時に前記各部分放電監視装置
が保存している測定データを収集して保存するデータ収集手段を含むデータ収集処理装置
とを備えている、ことを構成の一部に採用している。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１に記載の発明によれば次の効果を奏する。
　（ア）部分放電発生時の充電電流を供給するコンデンサを内蔵している碍子を、監視対
象の電気機器を収納しているのと同じ金属製容器内に収納しているので、当該コンデンサ
と監視対象の電気機器との間のインダクタンスを小さくすることができる。従って、上記
コンデンサから部分放電が生じた電気機器に供給される充電電流の周波数を比較的高くす
ることができる。しかも、上記コンデンサの静電容量を自由に選定することができるので
、上記充電電流の周波数を比較的自由に選定することができる。その結果、部分放電箇所
に同じ電荷を供給する場合、特許文献２に記載の結合コンデンサを外付けする技術に比べ
て、充電電流の値（振幅）が大きくなるので、ＳＮ比が良くなり、部分放電の監視精度を
高めることができる。
【００２２】
　（イ）上記コンデンサを内蔵した碍子を、監視対象の電気機器を収納している金属製容
器内に収納する構成であるので、コンデンサ周りをコンパクトに構成することができ、既
設の受配電設備への適用が容易であり、しかも量産性も高い。
【００２３】
　（ウ）受配電設備が複数台の電気機器を内蔵していても、その電圧母線に接続されたど
の電気機器で部分放電が発生してもそれに上記コンデンサから部分放電に伴う充電電流を
供給し、かつ当該充電電流を検出することができるので、受配電設備内の複数台の電気機
器における部分放電を一括して監視することができる。
【００２４】
　（エ）コンデンサを内蔵している碍子が電圧母線の支持碍子を兼ねているので、当該コ
ンデンサを内蔵している碍子を、既設の受配電設備内の既存の電圧母線用支持碍子と入れ
替えることができる。従って、余分なスペースを必要とせずに、コンデンサを内蔵してい
る碍子を設けることができるので、既設の受配電設備への適用がより容易になる。
【００２８】
　（オ）前記碍子内に設けられた分圧用コンデンサおよび当該分圧用コンデンサが分担す
る交流電圧を受ける直流電源回路を備えていて、それらから信号処理装置に電源を供給す
ることができるので、外部から部分放電監視装置に電源を供給する必要がなくなる。従っ
て、部分放電監視装置の設置が容易になる。
【００２９】
　請求項２に記載の発明によれば次の更なる効果を奏する。即ち、信号処理装置は、商用
周波数電圧成分の位相とその位相時に検出された充電電流の値とを互いに関連づけた測定
データを作成して保存する手段を有しているので、部分放電発生の監視に加えて、電気機
器の３相の内のどの相で部分放電が発生しているかの特定も可能になる。
【００３２】
　請求項３に記載の発明によれば、通信回線と、複数の部分放電監視装置と、データ収集
処理装置とを備えていて、複数の部分放電監視装置の測定データを遠隔地において一括し
て収集することができるので、当該部分放電監視装置をそれぞれ設けている複数の受配電
設備の電気機器における部分放電を遠隔地において一括して監視することができる。
【００３３】
　しかも、天気が雨もしくは雪または湿度が高い時間帯には、電気機器において部分放電
以外の気中の放電現象等が発生する可能性があるという知見が得られており、従ってその
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ような時間帯の測定データを除外することによって、測定データの信頼度をより高めるこ
とができ、ひいては部分放電の監視精度をより高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明に係る部分放電監視装置を設けている受配電設備の一例を示す概略図で
ある。
【図２】部分放電監視装置の他の例を示す図である。
【図３】信号処理装置の他の例を示すブロック図である。
【図４】商用周波数電圧の位相と部分放電現象との関係を説明するための図である。
【図５】３相の商用周波数電圧の位相と部分放電現象との関係を説明するための図である
。
【図６】この発明に係る部分放電監視システムの一例を示す概略図である。
【図７】トレンドデータに含まれる充電電流の値の時間推移の概略例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　（１）部分放電監視装置
　図１に、この発明に係る部分放電監視装置を設けている受配電設備の一例を示す。
【００３７】
　この受配電設備４は、この例では、金属製容器６内に複数台の電気機器１０を収納して
成る。各電気機器１０の間には、この例のように隔壁８が設けられていても良い。また、
金属製容器６は、複数台の金属製の箱体を連結して成るものでも良い。そのような構成も
、この出願では金属製容器６の概念に含んでいる。金属製容器６に収納している電気機器
１０は１台でも良い。
【００３８】
　各電気機器１０は、例えば、変圧器、リアクトル、力率改善用コンデンサ、整流器、遮
断器、開閉器等であるが、特定のものに限定されない。
【００３９】
　各電気機器１０は、金属製容器６内に設けられた電圧母線１２と接地母線１４に接続さ
れている。接地母線１４および金属製容器６は電気的に接地されている。電圧母線１２と
接地母線１４との間に、商用電源２から商用電力が供給される。電圧母線１２は、例えば
、６．６ｋＶ等の高圧母線または４４０Ｖ等の低圧母線であるが、電気機器１０として変
圧器を有している場合は、その１次側の高圧母線と２次側の低圧母線の両方でも良い。
【００４０】
　この受配電設備４に、それに内蔵している各電気機器１０において発生する部分放電を
監視する部分放電監視装置２０を設けている。
【００４１】
　なお、商用電源２、各電気機器１０、電圧母線１２等は通常は３相である。部分放電監
視装置２０は、３相のそれぞれに設けても良いけれども、１相だけに設けておいても、他
の相における部分放電を監視することは可能である。これについては後で更に説明する。
図１等は、１相に部分放電監視装置２０を設けている場合の例を示している。
【００４２】
　電気機器１０（例えば電気機器１０ａ）において部分放電が発生した場合、前記特許文
献２にも部分放電の発生メカニズムとして記載されているように、その部分放電箇所は一
種の電荷消失源１６であり、これが電気機器１０内に発生したと考えることができる。そ
してこの電荷消失源１６で消失する電荷ｑぶんを外部から充電して補填することになる。
【００４３】
　この部分放電監視装置２０は、上記のような部分放電が生じた電気機器１０（例えば１
０ａ）に当該部分放電に伴う充電電流ｉ0 （これは上記消失電荷ｑに相当する電流である
）を供給するコンデンサ２４を内蔵している碍子２２を有している。即ち、コンデンサ２
４を内蔵している碍子２２を、監視対象の電気機器１０を収納している金属製容器６内に
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収納し、そのコンデンサ２４の一端を電圧母線１２に電気的に接続し、他端を電気的に接
地している。この例では、接地線２６を介して接地母線１４に接続して接地している。
【００４４】
　碍子２２は、例えば、磁器碍子、樹脂碍子等であり、その形状、材質等は特定のものに
限定されない。
【００４５】
　充電電流ｉ0 は、一般的に、それが流れる電気回路（閉回路）のインダクタンスＬ、静
電容量Ｃおよび抵抗Ｒで定まる減衰振動波形となる。即ち、充電電流ｉ0 は交流（より具
体的には高周波）であり、その向きは時間によって反転する。
【００４６】
　部分放電監視装置２０は、更に、コンデンサ２４の接地回路に設けられていてそこを流
れる充電電流ｉ0 を検出する電流検出器２８と、当該電流検出器２８で検出した充電電流
ｉ0 の値（振幅）を検出する信号処理装置３０とを備えている。
【００４７】
　電流検出器２８は、例えばロゴスキーコイルであるが、その他のものでも良い。また、
電流検出器２８は、この例のように、碍子２２に内蔵しておいても良い。ロゴスキーコイ
ルについては後述する。
【００４８】
　信号処理装置３０は、この例のように金属製容器６内に収納しておいても良いし、金属
製容器６外に設けておいても良い。例えば、金属製容器６の外面に取り付けておいても良
い。この信号処理装置３０のより具体例は後述する。
【００４９】
　この部分放電監視装置２０は、部分放電発生時の充電電流ｉ0 を供給するコンデンサ２
４を内蔵している碍子２２を、監視対象の電気機器１０を収納しているのと同じ金属製容
器６内に収納しているので、当該コンデンサ２４と監視対象の電気機器１０との間のイン
ダクタンスを小さくすることができる。従って、上記コンデンサ２４から部分放電が生じ
た電気機器１０に供給される充電電流ｉ0 の周波数を比較的高くすることができる。しか
も、上記コンデンサ２４の静電容量を自由に選定することができるので、上記充電電流ｉ

0 の周波数を比較的自由に選定することができる。その結果、部分放電箇所に同じ電荷（
前述した消失電荷ｑ）を供給する場合、特許文献２に記載の結合コンデンサを外付けする
技術に比べて、充電電流ｉ0 の値（振幅）が大きくなる。これは、充電電流ｉ0 の周波数
が高いと、その継続時間ｔが短くなり、次式からも分るように、継続時間ｔが短いと、同
じ消失電荷ｑを供給する場合、充電電流ｉ0 の値が大きくなるからである。その結果、Ｓ
Ｎ比が良くなり、部分放電の監視精度を高めることができる。
【００５０】
　［数１］
　　ｑ＝∫ｉ0（ｔ）ｄｔ
【００５１】
　例えば、充電電流ｉ0 が流れる閉回路のインダクタンスＬを５μＨ～２０μＨとした場
合、コンデンサ２４の静電容量を１０００ｐＦに選定し、それと、部分放電が発生した電
気機器１０の対地間の静電容量との合成静電容量が５０ｐＦ～１０００ｐＦになるような
閉回路を想定すると、充電電流ｉ0 の周波数（＝１／２π√ＬＣ）は１ＭＨｚ～１０ＭＨ
ｚになる。これは、特許文献２に記載の結合コンデンサを外付けする技術の場合の周波数
（数十ｋＨｚ～数百ｋＨｚ）よりも２桁程度大きい。
【００５２】
　しかも、部分放電監視装置２０は、コンデンサ２４を内蔵した碍子２２を、監視対象の
電気機器１０を収納している金属製容器６内に収納する構成であるので、コンデンサ周り
をコンパクトに構成することができ、既設の受配電設備への適用が容易であり、しかも量
産性も高い。
【００５３】
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　また、図１の例のように、受配電設備４が複数台の電気機器１０を内蔵していても、そ
のどの電気機器１０で部分放電が発生してもそれにコンデンサ２４から部分放電に伴う充
電電流ｉ0 を供給し、かつ当該充電電流ｉ0 を検出することができるので、受配電設備４
内の複数台の電気機器１０における部分放電を一括して監視することができる。図１は、
電気機器１０ａにおいて部分放電が発生した場合の例であるが、受配電設備４内の他の電
気機器１０における部分放電も同様に監視することができる。
【００５４】
　なお、電気機器１０の一つが変圧器（例えば降圧変圧器）であってその１次側と２次側
とで電圧母線１２が分かれていても、変圧器の１次－２次間の静電容量は通常はかなり大
きいので（例えば数百ｐＦ以上）、上記のようなＭＨｚオーダーの周波数帯の充電電流ｉ

0 に対しては、等価的に、両方の電圧母線が接続されている状態に近いと考えることがで
き、従って一方側の電圧母線１２に接続された部分放電監視装置２０から他方側の電圧母
線１２に接続された電気機器１０の部分放電の監視は通常は可能である。
【００５５】
　上記コンデンサ２４を内蔵している碍子２２は、金属製容器６内で電圧母線１２を接地
電位部から支持する支持碍子を兼ねていても良い。そのようにすると、当該コンデンサ２
４を内蔵している碍子２２を、既設の受配電設備内の既存の支持碍子と入れ替えることが
できる。従って、余分なスペースを必要とせずに、コンデンサ２４を内蔵している碍子２
２を設けることができるので、既設の受配電設備４への部分放電監視装置２０の適用がよ
り容易になる。この例のように電流検出器２８も碍子２２に内蔵しておくと、既設の受配
電設備４への部分放電監視装置２０の適用が一層容易になる。
【００５６】
　電流検出器２８は、図１等に示す例のように、コンデンサ２４を接地する接地線２６を
囲んでいるロゴスキーコイルであっても良い。ロゴスキーコイルは、図１等では大幅に簡
略化して図示しているけれども、周知のように、環状体の芯（または空芯）の周囲に導線
を巻き付けた環状のコイルであり、このコイルの内側を通る電流による磁束変化を検出す
ることによって当該電流を検出し測定することができる。
【００５７】
　電流検出器２８を上記のようなロゴスキーコイルにすると、接地線２６がそのままロゴ
スキーコイルの１次回路になるので、電流検出器２８を設けても、コンデンサ２４と監視
対象の電気機器１０との間のインダクタンスを大きくせずに部分放電発生時の充電電流ｉ

0 を検出することができる。従って、当該充電電流ｉ0 の周波数を低下させずに済み、そ
れによって充電電流ｉ0 の値が大きくなりＳＮ比が良くなるので、部分放電の監視精度を
高めることができる。
【００５８】
　しかも、ロゴスキーコイルは、被検出信号の微分信号を出力する微分型の電流検出器で
あるので、高周波域での微小信号の検出に優れており、部分放電発生時の充電電流ｉ0 も
そのような微小信号の一種であるので、当該充電電流ｉ0 をより高精度で検出することが
でき、ひいては部分放電の監視精度を高めることができる。
【００５９】
　図２に、信号処理装置３０のより具体例を示す。この信号処理装置３０は、上記充電電
流ｉ0 を検出する電流検出器２８からの信号を増幅する増幅器３６と、増幅器３６からの
信号を選択的に通過させるバンドパスフィルタ３８と、バンドパスフィルタ３８からの信
号を処理して充電電流ｉ0 の値を検出する処理回路４０とを有している。バンドパスフィ
ルタ３８は、上記充電電流ｉ0 が流れる電気回路の共振周波数（これは前述したように例
えば１ＭＨｚ～１０ＭＨｚの範囲内である）を含む周波数帯域の信号を選択的に通過させ
るものである。
【００６０】
　受配電設備４内には、外部から、様々な外乱信号が伝わる可能性がある。例えば、商用
電源２側やその反対側の負荷側から、放電現象、サージ等による周波数の低い（例えば数
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百ｋＨｚ以下の）外乱信号が伝わる可能性がある。高い周波数成分は、受配電設備４に接
続される電力ケーブルの長さを考慮すると、その伝搬途上で大きく減衰する可能性が大き
い。また、放送電波や気中放電に伴う電波のような周波数の高い（例えば１０ＭＨｚ程度
以上の）外乱信号が伝わる可能性もある。そしてこれらの外乱信号が電流検出器２８から
の信号に含まれている可能性がある。
【００６１】
　そこでこの例のように、上述したバンドパスフィルタ３８を設けておくと、電流検出器
２８からの信号に含まれている上記外乱信号を阻止することができるので、処理回路４０
による上記充電電流ｉ0 の検出精度を高めることができ、ひいては部分放電の監視精度を
高めることができる。
【００６２】
　図２に示す例のように、碍子２２内であって上記コンデンサ２４の接地側に分圧用コン
デンサ３２を直列に設けておき、更にこの分圧用コンデンサ３２が分担する商用周波数の
交流電圧を所望電圧の直流電圧に変換して出力する直流電源装置３４を設けておき、この
直流電源装置３４の出力を信号処理装置３０の電源として供給するように構成しておいて
も良い。直流電源装置３４は、例えばスイッチング電源装置であるが、それ以外のもので
も良い。
【００６３】
　上記のように構成すると、外部から部分放電監視装置２０に電源（制御用電源）を供給
する必要がなくなるので、部分放電監視装置２０の設置が容易になる。また、既設の受配
電設備４への部分放電監視装置２０の適用が簡単になる。
【００６４】
　信号処理装置３０の他の例を図３に示す。増幅器３６およびバンドパスフィルタ３８は
、図２で説明したものと同じであるので、ここでは重複説明を省略する。
【００６５】
　この信号処理装置３０は、上記処理回路４０のより具体例として、電流検出器２８で検
出した充電電流ｉ0 のピーク値を検出してそれをデータ処理装置４６からリセット信号Ｒ
Ｓが与えられるまで保持するピーク値検出器４２と、上記ピーク値をＡ／Ｄ変換するＡ／
Ｄ変換器４４と、上記ピーク値をカウンタ５２から与えられる商用周波数電圧成分の位相
φと関連づけた測定データを作成して保存するデータ処理装置４６（データ処理手段）と
を有している。電流検出器２８で検出する充電電流ｉ0 の周波数は前述したように高いの
で、ピーク値検出器４２によって充電電流ｉ0 のピーク値を検出して保持することによっ
て、後の信号処理の負担を軽減することができる。このデータ処理装置４６の機能のより
具体例は後述する。データ処理装置４６は、例えば、マイクロプロセッサおよびメモリを
用いて構成されている。
【００６６】
　電流検出器２８で検出した信号には、当然、上記充電電流ｉ0 に相当する信号の他に、
商用周波数電圧成分も含まれている。図１に示すように、電圧母線１２と接地母線１４と
の間には商用電源２から商用周波数電圧が印加されるので、接地線２６には商用周波電流
も流れるからである。この商用周波電流は、コンデンサ２４を通して流れるので、電圧位
相から９０度の進み電流となる。
【００６７】
　この例の信号処理装置３０は、上記商用周波数電圧成分の位相情報をうまく利用して、
１相に設けた部分放電監視装置２０によって、他の相における部分放電の監視をも可能に
するだけでなく、電気機器１０の３相の内のどの相で部分放電が発生しているかの特定も
可能にするものである。
【００６８】
　即ち、受配電設備４を構成する電圧母線１２および電気機器１０の各相間は、通常は比
較的大きな静電容量で結合されていると考えることができる。従って、１相に部分放電監
視装置２０を設けておいても、他の相で部分放電が発生しても、値の大小はあるにしても



(10) JP 6331521 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

、上記充電電流ｉ0 が流れてそれを電流検出器２８で検出することができるので、他の相
における部分放電の監視は可能である。
【００６９】
　それに加えて、部分放電が発生した相の特定を可能にするために、信号処理装置３０は
、上記電流検出器２８で検出した信号から商用周波数電圧成分（これは、部分放電監視装
置２０を設けた相の、即ち後述する代表相の商用周波数電圧成分である）を抽出するロー
パスフィルタ４８（抽出手段）と、ローパスフィルタ４８で抽出した商用周波数電圧成分
のゼロクロス点を検出するゼロクロス検出器５０と、クロック信号を発生させるクロック
信号発生器５４と、商用周波数電圧成分の１周期ごとに上記クロック信号をカウントして
、商用周波数電圧成分の位相φを決定して当該位相φを表す情報（具体的にはカウント値
）を上記データ処理装置４６に与えるカウンタ５２とを更に備えている。このゼロクロス
検出器５０、カウンタ５２およびクロック信号発生器５４が位相決定手段を構成している
。
【００７０】
　データ処理装置４６は、上記商用周波数電圧成分の位相φと、その位相時に検出された
充電電流ｉ0 の値（この例ではピーク値）とを互いに関連づけた測定データを作成して保
存する。このような測定データを作成して保存することによって、部分放電発生の監視に
加えて、電気機器１０の３相の内のどの相で部分放電が発生しているかの特定も可能にな
る。これを以下に説明する。
【００７１】
　（Ａ）電気機器１０の誘電体内に小さなボイド（空隙状欠陥）があってそこで部分放電
が発生する場合は、当該ボイドに印加される商用周波数電圧がボイドの放電電圧を超える
電圧領域で部分放電が発生することになるので、その商用周波数電圧の位相は、通常は、
（ａ）電圧が０から上昇する正のピーク値まで、または（ｂ）電圧が０から下降する負の
ピーク値までとなるが、ボイドに印加される電圧の絶対値がある程度大きくなる必要があ
るため、部分放電が発生する位相は中間付近以降になると考えられる。これを、１相の商
用周波数電圧を示す図４を参照して説明すると、ボイドで部分放電が発生する場合の商用
周波数電圧の位相φは、通常は、０度と９０度間の中間付近から９０度までの位相区間Ｓ

1 または１８０度と２７０度の中間付近から２７０度までの位相区間Ｓ2 になると考えら
れる。
【００７２】
　（Ｂ）一方、電気機器１０に導体の鋭端部があって当該鋭端部とその対向部分との間で
部分放電が発生する場合は、通常は、両者間の空間ギャップに印加される商用周波数電圧
の正または負のピーク値付近が放電開始時の位相になると考えられる。これを図４を参照
して説明すると、導体の鋭端部で部分放電が発生する場合の商用周波数電圧の位相φは、
通常は、９０度を挟んでその前後の位相区間Ｓ3 または２７０度を挟んでその前後の位相
区間Ｓ4 になると考えられる。但し、鋭端部での部分放電は針端放電現象に近いので、針
端放電において周知なように、鋭端部が負のピーク付近になる位相区間Ｓ4 の方がより部
分放電が発生しやすい傾向にあると言える。
【００７３】
　上記（Ａ）および（Ｂ）を総合すると、電気機器１０において部分放電が発生しやすい
のは、通常は、商用周波数電圧の位相φで言えば、０度と９０度の中間付近から９０度直
後付近までの位相区間Ｓ5 または１８０度と２７０度の中間付近から２７０度直後付近ま
での位相区間Ｓ6 になると考えられる。
【００７４】
　前述したように商用電源２および電気機器１０は、通常は３相であるので、３相の場合
を図５を参照して説明する。Ａ相、Ｂ相、Ｃ相はそれぞれ１２０度ずつ位相がずれている
。図４を参照して説明したように、電気機器１０のＡ相における部分放電は、図４中の位
相区間Ｓ5 、Ｓ6 に相当する位相区間ＳA で発生しやすい。同様に、電気機器１０のＢ相
における部分放電は、図４中の位相区間Ｓ5 、Ｓ6 に相当する位相区間ＳB で発生しやす
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く、電気機器１０のＣ相における部分放電は位相区間ＳC で発生しやすい。
【００７５】
　従って、電流検出器２８を設けている１相、例えばＡ相を代表相として当該相の商用周
波数電圧の位相φを基準にして、当該Ａ相の商用周波数電圧の位相φが９０度前後または
２７０度前後の位相区間ＳA のときに部分放電を検出した場合は、電気機器１０のＡ相に
おいて部分放電が発生した可能性が高い。同様に、Ａ相の商用周波数電圧の位相φが３０
度前後または２１０度前後の位相区間ＳB のときに部分放電を検出した場合は、電気機器
１０のＢ相において部分放電が発生している可能性が高い。Ａ相の商用周波数電圧の位相
φが１５０度前後または３３０度前後の位相区間ＳC のときに部分放電を検出した場合は
、電気機器１０のＣ相において部分放電が発生している可能性が高い。
【００７６】
　従って、前述したように、商用周波数電圧成分の位相φと、その位相時に検出された充
電電流ｉ0 の値とを互いに関連づけた測定データを作成して保存することによって、部分
放電発生の監視に加えて、電気機器１０の３相の内のどの相で部分放電が発生しているか
の特定も可能になる。
【００７７】
　図４、図５を参照して説明したように、部分放電現象は商用周波数電圧の特定の位相区
間内で集合して発生する可能性が高いので、データ処理装置４６は、前述した商用周波数
電圧成分の位相φとその位相時に検出された充電電流ｉ0 の値とを互いに関連づけた測定
データを、商用周波数電圧成分の５度～３０度間隔の位相区間ごとに区切り、当該各位相
区間内における充電電流ｉ0 のピーク値を当該各位相区間の充電電流の値とする測定デー
タを作成して保存する機能を有していても良い。このように測定データを位相区間ごとに
区切ることによって、３相の内のどの相で部分放電が発生しているかの特定がより容易に
なる。
【００７８】
　上記のように区切った測定データの一例を表１に示す。これは３０度間隔の例であるが
、３０度間隔に限られるものではない。
【００７９】

【表１】

【００８０】
　位相区間は５度～３０度間隔が好ましいのは、部分放電発生位相のばらつき等を考慮し
たためである。即ち、５度間隔よりも小さい間隔にすると、位相区間で区切る意味が殆ど
なくなる。３０度よりも大きい間隔にすると、図５中に示した各位相区間ＳA 、ＳB 、Ｓ

C が互いに近づいて、他の相と混同する可能性が高くなる。
【００８１】
　部分放電現象は発生し始めると基本的には商用周波数電圧の毎サイクルで発生する可能
性が高いという知見が得られているので、データ処理装置４６は、上記各位相区間の充電
電流ｉ0 の値について、各位相区間ごとに商用周波数電圧の複数サイクル間の平均値を求
め、当該平均値を各位相区間内の充電電流ｉ0 の値とする測定データを作成して保存する
機能を有していても良い。上記平均値を求めるのは、例えば、商用周波数電圧の１００サ
イクル程度にすれば良い。このようにして各位相区間の充電電流ｉ0 の値について、商用
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周波数電圧の複数サイクル間の平均値を取ることによって、ノイズ等の影響で散発的な特
異な充電電流ｉ0 の値があってもその影響を非常に小さくすることができるので、測定デ
ータの信頼度を高めることができ、ひいては部分放電の監視精度を高めることができる。
【００８２】
　上記のように平均値を取った測定データの一例を表２に示す。これは３０度間隔の例で
あるが、３０度間隔に限られるものではない。
【００８３】
【表２】

【００８４】
　（２）部分放電監視システム
　図６に、この発明に係る部分放電監視システムの一例を示す。
【００８５】
　この部分放電監視システムは、信号を伝送する通信回線６０と、上述したような複数の
部分放電監視装置２０であって通信回路をそれぞれ有するものと、中央のデータセンター
等に置かれたデータ収集処理装置６２とを備えている。各部分放電監視装置２０は、監視
対象の受配電設備にそれぞれ設けられており、これらは広域に分散して設置されていても
良い。
【００８６】
　通信回線６０は、有線でも良いし、無線でも良いし、光回線等でも良い。ネットワーク
通信回線でも良いし、インターネット等でも良い。
【００８７】
　各部分放電監視装置２０の信号処理装置３０は、通信回線６０を経由して信号を送受信
する通信回路を有している。その一例を図３に示す。この信号処理装置３０は、データ処
理装置４６において前述したようにして作成し保存した測定データを通信回線６０を経由
して送信すると共に、データ収集処理装置６２から通信回線６０を経由して送られて来る
指令信号を受信する通信回路５６を有している。通信回線６０が無線の場合は、通信回路
５６はアンテナ５８を経由して通信回線６０との信号のやり取りを行う。
【００８８】
　再び図６を参照して、データ収集処理装置６２は、通信回線６０を経由して信号を送受
信する通信回路６４と、この通信回路６４を介して所定時間ごとに通信回線６０を経由し
て各部分放電監視装置２０に前記測定データを送信させる指令を与えて、その時に各部分
放電監視装置２０が保存している前記測定データを収集して保存するデータ収集装置６６
（データ収集手段）とを有している。後述する判定装置６８を更に有していても良い。こ
のデータ収集処理装置６２は、例えば、処理装置、記憶装置およびマンマシンインタフェ
ース（例えば入出力装置、表示装置等）を有するコンピュータで構成しても良い。
【００８９】
　この部分放電監視システムによれば、複数の部分放電監視装置２０の測定データを、通
信回線６０を経由して遠隔地においてデータ収集処理装置６２によって一括して収集する
ことができるので、部分放電監視装置２０をそれぞれ設けている複数の受配電設備の電気
機器における部分放電を遠隔地において一括して監視することができる。
【００９０】
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　データ収集処理装置６２のデータ収集装置６６は、気象情報提供者７０から通信回線６
０を経由して提供される、各部分放電監視装置２０を設置している地域ごとの、かつ前記
測定データを収集する時間帯の、天気および湿度を含む気象情報を収集して、部分放電監
視装置２０を設置している地域の前記測定データ収集の時間帯の天気が雨もしくは雪また
は湿度が所定値以上のときに、当該部分放電監視装置２０から収集した前記測定データを
除外して保存する機能を有していても良い。
【００９１】
　気象情報提供者７０は、例えば、気象庁や民間の気象情報提供会社等である。
【００９２】
　湿度は、通常は、一般的に用いられている相対湿度である。この湿度が高いときに、例
えば湿度が９０％以上のときに、上記除外処理を行う。
【００９３】
　天気が雨もしくは雪または湿度が高い時間帯には、電気機器１０において部分放電以外
の気中の放電現象等が発生する可能性があるという知見が得られている。従って、そのよ
うな時間帯の測定データを上記のようにして除外することによって、測定データの信頼度
をより高めることができ、ひいては部分放電の監視精度をより高めることができる。
【００９４】
　データ収集処理装置６２のデータ収集装置６６は、各部分放電監視装置２０ごとの前記
収集した測定データの時間推移を表すトレンドデータを作成して保存する機能を有してい
ても良い。かつデータ収集処理装置６２は、各部分放電監視装置２０ごとの上記トレンド
データに基づいて、当該トレンドデータに含まれる前記充電電流ｉ0 の値が所定期間内に
所定幅以上増大し、かつその増大した状態が所定期間継続したか否かを判定して、継続し
たときに当該部分放電監視装置２０を設けている受配電設備４の電気機器１０において部
分放電が発生していると判定する判定装置６８（判定手段）を有していても良い。
【００９５】
　上記トレンドデータに含まれる充電電流ｉ0 の値の時間推移の概略例を図７に示す。
【００９６】
　電気機器１０における部分放電は、発生するときは急に発生し、かつ一旦発生するとそ
れが長期間継続する可能性が高いという知見が得られており、それに伴ってトレンドデー
タに含まれる放電電流ｉ0 の値も、例えば図７中のＡ部に示すように、急に増大し、かつ
その増大した状態が長期間継続する。従ってトレンドデータに含まれる充電電流ｉ0 の値
が（ａ）所定期間内に（ｂ）所定幅以上増大し、（ｃ）かつその増大した状態が所定期間
継続したか否かを判定することによって、部分放電以外の放電現象等の影響を排除して、
部分放電発生を正確に判定することができる。
【００９７】
　上記（ａ）の判定の所定期間は、例えば２～３日または５～６日程度である。上記（ｂ
）の判定の所定幅は、例えば、充電電流ｉ0 の値そのもの（即ち絶対値）でも良いし、変
化の割合でも良い。数値の具体例を示すと、例えば、前者の場合は充電電流ｉ0 の値が５
０μＡ以上増大したことを、後者の場合は充電電流ｉ0 の値の割合が５０％以上増大した
ことを判定する。
【００９８】
　電気機器１０の表面の汚れ等による漏れ電流は、急に増大するのではなく時間経過につ
れて徐々に増大するという知見が得られており、上記（ａ）および（ｂ）の判定を加える
ことによって、このような漏れ電流による充電電流ｉ0 の値の増大と、部分放電発生によ
る充電電流ｉ0 の値の増大とを区別することができる。従って、部分放電発生の判定精度
を高めることができる。
【００９９】
　上記（ｃ）の継続判定の所定期間は、例えば、１か月であるが、これより短くても良い
し、長くても良い。
【０１００】
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　部分放電監視装置２０が外来ノイズを検出した場合とか、部分放電監視装置２０を設け
ている受配電設備４が高湿度に曝された等の場合は、検出した充電電流ｉ0 の値が増大し
てもそれが長期間継続することはないという知見が得られており、上記（ｃ）の継続判定
を加えることによって、このようなノイズ、高湿度等による充電電流ｉ0 の値の増大と、
部分放電による充電電流ｉ0 の値の増大とを区別することができる。従って、部分放電発
生の判定精度を高めることができる。
【符号の説明】
【０１０１】
　４　受配電設備
　６　金属製容器
　１０、１０ａ　電気機器
　１２　電圧母線
　１４　接地母線
　２０　部分放電監視装置
　２２　碍子
　２４　コンデンサ
　２６　接地線
　２８　電流検出器
　３０　信号処理装置
　３２　分圧用コンデンサ
　３４　直流電源装置
　４６　データ処理装置
　５６　通信回路
　６０　通信回線
　６２　データ収集処理装置
　６４　通信回路
　６６　データ収集装置
　６８　判定装置
　ｉ0 　充電電流
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